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研究成果の概要（和文）：本研究は、日本の地方公共団体における客観的な争訟制度の現状と課題を、東アジア（特に
韓国）と比較するなどして、明らかにし、改革案を検討したものである。主な成果は、次の2つである。第一に、住民
監査請求・住民訴訟制度について、具体的な実態を把握して、課題を明確にした。これを基に、監査委員が適切に住民
監査請求監査を行うための判断枠組みや方法をまとめ、出版物として公刊した。第二に、地方公共団体の長と議会の間
の機関訴訟において、学術研究では見落とされていた訴訟実務上の問題点を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This is a research to build a suitable model of the dispute resolution systems in 
Japanese Local Autonomy Law.  In this research, we found practical problems of the current systems clearly
 by comparing with the systems of East Asian countries (especially Korea). The main results are following 
two.
First, we grasped the actual condition and clarified problems of the Citizen Complaints System. Then, we f
ound the suitable method of the financial accounting audit by audit committee members for the Citizen Comp
laints. The book about the method, which helps the auditor's practice, was published.
Second, we clarified the practical problem of the dispute resolution system in the local government organi
zation, in case of the dispute between the chief executive and the assembly. The problem was overlooked in
 the academic research until now.
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１．研究開始当初の背景 
 わが国の内政にあっては、地方分権改革、
地域主権改革が持続的に進められてきた。 
当時、地方公共団体における監査制度の抜

本改革（監査委員制度の廃止を含む）が計画
され、あるいは地方公共団体が法定の事務を
履行しない状況において、国がこれを司法的
に履行させるような制度の構築が検討され
ていた。 
このことは、地方自治法制における客観訴

訟法制（住民訴訟制度、国地方係争処理・訴
訟制度など）に大きな変革をもたらすことが
予想されていた。 
 
 
２．研究の目的 
本研究は、2011（平成 23）年度から 2013

（平成 25）年度までの 3 年間で、日本の地方
公共団体における客観的な争訟制度（国地方
係争処理制度、住民監査請求・住民訴訟制度
等）の現状と課題を、地方公共団体における
行政実務及び実態を踏まえた東アジアにお
ける行政との比較から、明らかにするととも
に、近い将来あり得る地方自治制度の大改革
に備え、あわせて、現在、検討が進み、又は
今後検討が課題となる行政争訟制度改革（行
政不服審査制度、行政事件訴訟制度等の改
革）との整合をも考慮しながら、地方公共団
体において望まれる客観的な争訟制度改革
策を考究するものである。 
 
 
３．研究の方法 
（1）本研究では、まず、日本の地方公共団
体における客観的な争訟に関する制度・運用
の実情を明らかにすることとした。 
（2）これを踏まえ東アジアにおける類似の
制度と比較研究することとした。 
（3）（1）（2）を踏まえて、日本の客観的争
訟制度のあり方を考究した。 
 
 
４．研究成果 
（1）当初の研究の背景にあった行政不服審
査制度及び行政事件訴訟制度の見直しにつ
いては、政権交代の影響もあり、当初の見通
しよりも遅れている。前者については行政不
服審査法全部改正案及び関連の行政手続法
改正案が 2014（平成 26）年春にやっと国会
に提出された。また、後者の行政事件訴訟法
については、2004（平成 16）年の同改正法施
行状況の検証がなされた結果、具体的な法律
改正は行わないこととなった。 
 
（2）まず、住民監査請求・住民訴訟制度に
ついてである（地方自治法 242 条、242 条の
2〜242 条の 3）。住民訴訟を提起するには、
これに先立って住民監査請求の提起が必要
となる。そこで、研究代表者・田中が中心と
なり、全国各地での講演とヒアリングを行い、

住民監査請求の実態把握に努めた。既存の行
政法学における理論的な関心は、住民監査請
求・住民訴訟の対象となる財務会計行為の意
義、つまり、請求・訴訟の対象論に偏ってい
た観がある。しかし、現実には、非財務会計
行為であることを理由とした却下は、住民監
査請求ではそれほど多くない。監査委員等か
らは、実体的に違法・不当な財務会計行為か
どうかを審査する場合の審査方法（審査基
準）の定立への期待と要望が多かった。そこ
で、〔雑誌論文〕③及び⑨の研究成果も踏ま
え、財務会計行為に先立つ先行行為の違法・
不当を審理判断するために、行政訴訟におけ
る裁量の審査手法である、判断過程審査の方
法を応用した判断枠組みを、研究代表者が全
国各地で講演した際に提供した。提供先は、
47 全ての都道府県及び千葉県、中国・四国・
九州・沖縄地方の全市並びに数県の町村の監
査委員・監査事務局職員などであり、人数に
してのべ 1,000 人を超えた。また、住民監査
請求・住民訴訟は近年減少傾向にあるが、請
求・訴訟の提起先が、都道府県や大規模市だ
けではなく、小規模な地方公共団体に拡がっ
てきている。監査組織が充実していない団体
でも有益な審理判断できる法的仕組み（法解
釈論を含む）の構築が急務となっている。そ
こで、初任の監査委員にも理解しやすいスタ
イルで、上記の判断枠組みも含めて、住民監
査請求について適切な審理判断をするため
の方策や考え方をまとめ、出版を果たした
（〔図書〕①）。行政訴訟制度改革全体との関
連で位置付けて住民訴訟を扱った総論的な
検討としては、〔雑誌論文〕④、⑪の成果を
得ている。 
 
（3）なお、住民訴訟で住民側が勝訴して得
た職員等に対する損害賠償請求権について
地方議会がこれを放棄する議決をする事件
が相次いでいる。そうした中で、最高裁は、
権利放棄議決に関する裁量を比較的広く認
めるものの、一定の限界も提示する判決を出
した（最判 2012（平成 24）年 4月 20 日・同
月 23 日）。この点で、地方議会の議決の裁量
を統制する判断枠組みと具体的な手法の検
討が必要となる。本研究の研究成果には挙げ
ていない、地方議会の裁量に対する統制論の
構築が必要である（研究代表者・田中孝男は、
関連論考を２編この間別途発表しており、こ
の別研究と合わせ、次の研究課題としてい
る）。 
 
（4）東アジアにおいて、日本の住民監査請
求・住民訴訟制度とよく似た制度を有するの
が、韓国である。同国の制度も直訳すると、
「住民監査請求」・「住民訴訟」である。2006
（平成 18）年からスタートした韓国の制度は、
請求要件として数百名の署名を要する点を
除けば、日本の制度と極めてよく似ている。
ただ、韓国では、まだ提起件数が少ない。例
えば、2013（平成 25）年の行政安全部が公表



した統計や、同国の代表的な地方自治法教科
書によれば（ただし、2010 年までのデータが
最新）、監査請求は、2006 年以降年間 30 件程
度提起され、住民訴訟は年間 10 件程度と提
起されているにとどまる。また、住民が勝訴
する案件も多くはない。1 審で住民が勝訴し
ている案件は相当あるがその大半が2審で住
民敗訴となる。韓国では、署名要件など日本
の制度と比べると住民監査請求提起までの
ハードルが高く件数が増えるまでには、もう
少し時間を要すると考えられる。ただし、判
例及びこれに基づく理論の蓄積は、少しずつ
進んできている。 
 
（5）本研究期間経過後のことであるが、2014
（平成 26）年 5 月、政府において、第 31 次
地方制度調査会が発足した。同調査会では、
地方議会制度や監査制度の見直しなどが検
討される予定である。これは、住民監査請
求・住民訴訟の制度の改革にもつながる可能
性がある。その点で、とくに（2）の実態の
把握と研究は、政府部内における検討に際し
て有益な検討視角を提供し得たものではな
いかと考えられる。 
 
（6）研究分担者・木佐は、弁護士業務から
裁判実務でさまざまな経験をするとともに、
全国における争訟実例を広く調査した。その
中で、主観訴訟と客観訴訟の区分が曖昧な争
訟事件が現実には多数生起していることか
ら、主観的行政訴訟は、いわゆる行政客体の
みしか提起できないのか、それとも、行政法
的法律関係においては、法律的判断により紛
争が解決するものであれば、地方公共団体が、
行政上の事務の適切な実現のために、主観的
行政訴訟制度を利用できないのかといった
点で考察を深め、問題提起を行った（〔学会
発表〕①）。さらに、住民の利益を地方公共
団体が代表して事業者等と公共的な事項に
関して契約を締結することの可否・是非や
実際に起きた裁判における問題点などをま
とめた研究成果を、韓国と中国において、発
表した（〔雑誌論文〕⑥、⑦）。 
 
（7）この研究を継続していく中で、税務訴
訟など、住民１人一人から見ると金額が少
額であるが制度の是正により多数の住民に
影響があり金額も大きくなるような制度上
の問題点を是正し得る団体訴訟のような仕
組みが必要になっていることが、実態の把
握から、明らかとなった。本研究では問題
提起にとどまるが、政府レベルにおける（1）
の行政事件訴訟制度の見直しなどでは、こ
うした観点からの制度設計は行われていな
い。その点で、上記は、実効的な行政上の
権利の救済制度の確立に向けた今後の検討
課題を析出したものと考えられる。 
 
（8）一方、地方自治法制における機関訴訟
制度として、国等の関与に対する地方からの

審査申出・訴訟の制度がある。本研究期間の
初年度に、我孫子市と千葉県の間の関与に関
する争訟が、自治紛争処理委員の審査に付さ
れて、結論が出ている。結果としては、千葉
県知事の不同意について我孫子市の主張は
斥けられ、我孫子市は裁判所に出訴をせず、
事件は終結した。また、研究期間最終年度に
は、いわゆる八重山教科書問題が生じた。文
部科学大臣は、沖縄県竹富町に対して、法的
拘束力のある是正の要求を行ったが、竹富町
は、審査申出・訴訟の手段を講じず、そのま
まにしている。この事件は、まだ、進行中の
ため、本研究としては、その経過は追ってき
たが最終的な考察をまとめるには至ってい
ない。 
 
（9）2012（平成 24）年、新たに、国の行政
機関等が地方公共団体の機関に対して（都道
府県の機関が市区町村の機関に対して）行っ
た、拘束力のある是正要求等の関与につき、
当該関与を受けた地方公共団体側が不作為
の場合に、国等から不作為の違法確認を求め
る訴訟を提起できる制度が設けられた。これ
は、当時、住民基本台帳ネットワーク未接続
の地方公共団体があり、その接続に関する履
行確保を図ることを主な目的として創設さ
れた制度であった。ただ、現在は、同制度が
実際に用いられる前に、住民基本台帳ネット
ワーク未接続状態が解消された。このため、
法制度の当初予定していた立法事実は存在
しなくなったといえる。ただし、上記（8）
の竹富町の事例においては、今後、国からの
不作為違法確認訴訟の提起があり得るとこ
ろとなっている（本報告書作成時には提訴さ
れていない）。 
 
（10）また、研究分担者・木佐は、名古屋市
において、総合計画をめぐり議会がこれを修
正議決したことに対して長が再議に付し、さ
らに機関訴訟となった裁判事件を中心に、地
方公共団体機関同士の機関訴訟について検
討を進めた（〔雑誌論文〕⑤）。これまで実例
があまりなかったために学術的には顕在化
していなかったが、長と議会の間の訴訟では、
議会側が訴訟代理人に委任をしようとして
も予算編成権を長が握っているため、弁護士
費用に係る予算措置の面で長は議会に対し
て優位に立ち得ることや、地方公共団体の顧
問弁護士が長の側について代理することな
ど、訴訟制度を適切に運用するためには大き
な課題が残っている。 
 
（11）なお、田中・木佐両名において、韓国
の機関訴訟の現状（論文等を含む）を調査検
討したところ、同国の地方自治法上の権限争
議を中心に、近年では、年間 2件程度の行政
訴訟が見られる。韓国の機関訴訟の事件の多
くは、長と議会の間の紛争よりも、地方公共
団体間の管轄権争いなどがよく見られる。 
 



（12）いずれにせよ、日本では、機関訴訟の
実例が乏しいために、（9）の新たに創設され
た国からの是正要求などについての不作為
の違法確認訴訟制度も含めて、実際の運用面
に多大な課題が残っていることが、本研究で
明らかとなっている。住民監査請求・住民訴
訟における実践的課題と合わせ、本研究が行
った運用面からの課題把握は、政府部内にお
ける今後の地方自治制度の改革構想づくり
に際して、実効的な制度構築に資するものと
なったと考えられる。 
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